
50年、100年先の将来における理想の水道とは？

滋賀県水道ビジョン（骨子）
【策定の目的】 １ 一般概況

［県］… 水道事業者への助言・情報提供、発展的広域化推進、国への要望 ［滋賀県水道協会］ … 国への要望、研修等の情報提供、広域連携方策推進の場
［水道用水供給事業者］ … 水の安定供給、受水水道事業者との連携 ［水質検査機関］ … 検査の信頼性向上、水道事業者への助言
［水道事業者］ … 安定経営、利用者への情報提供、広域連携方策の推進 ［水道利用者］ … 水道事業への理解、関心の向上 etc.……

６ 関係者の役割分担
○毎年度、各水道事業者と連携しながら、施策の実施

状況を確認。
○情勢の変化により必要が生じたときに見直しを実施

７ 実施体制とフォローアップ

水質基準に適合した水が、必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、
合理的な対価で、持続的に受け取ることができる水道！

理想の水道を目指して

＊策定にはSDGsの視点を生かす
○目標６(抜粋)「すべての人々の水の利用可能性・持続可能な管理」
○目標９(抜粋)「強靭なインフラを整備」

《安全》
… 安全で安心できる水道水の供給

《強靭》
… 災害に対して強靭な水道の構築

《持続》
… 健全な経営による水道サービスの持続

【３つの基本目標】

○水安全計画
→ 中小規模で未策定が散見(2017年度末策定率60%)

○水質検査体制
→ 人事ローテーションの中での検査技術維持向上、検査機器の更新

○微生物等の発生による異臭味
→ 近年、未検出であった水域でも臭気原因物質が検出されている

etc.………

《安全》

人口減少と節水機器の普及、
節水意識の向上等による需要
の減少により、今後は施設の統
廃合やダウンサイジングによる最
適化が必要となります

３ 水需給の見通し

１ 水道事業数
２ 水道普及率
３ 水道用水供給事業の概要
４ 水源の内訳
５ 琵琶湖水の利用
６ 浄水方法
７ 浄水場と水源の位置
８ 給水量実績
９ 管路の布設状況

２ 水道概況

○耐震化率等
→ 基幹管路は、2017年度末で18.0%(簡易水道除くと30.1％)

○アセットマネジメント（ ）
→ 一部の水道事業者で、簡略型での実施にとどまっている

○防災訓練
→ 毎年防災訓練を実施している水道事業者は65%

etc.………

《強靭》
○経営戦略

→ 2017年度末策定率は25%であり、低い数字にとどまっている
○技術力の維持・継承

→ 技術職員の高齢化、組織のスリム化、水道職員の求人難
○広域化

→ 水道事業者に必要性の認識はあるものの大きな進展はみられない
etc.………

《持続》

○水安全計画
→ 「作成支援ツール」の活用で、2021年度末に策定率100％達成

○水質検査体制
→ 厚生労働省の研修活用、衛生科学センターでの計画的機器更新

○微生物等の発生による異臭味
→ 関係機関の確実な情報共有・必要な機器の整備 etc. ………

《安全》
○耐震適合率

→ 
○アセットマネジメント

→ 効果等の情報提供で2024年度末に標準型以上の実施率100%
○防災訓練

→ 各市町の防災訓練に組み込む等により実施を促進 etc.………

《強靭》
○経営戦略

→ 研修会の継続実施等で、2020年度末に策定率100％達成
○技術力の維持・継承

→ 滋賀県水道協会の研修を継続実施、インターンの受入れ等促進
○広域化

→ 

《持続》
５ 目標設定と実現方策（主なもの）

４ 現状と課題（主なもの）

【《安全》・《強靭》 ・《持続》のそれぞれのカテゴリーに大別し、目標・実現方策ごとに具体的なスケジュールを設定】

微生物等による異臭味…

◆水道の安全・安心と、災害に対して強靭で持続的な水の供給基盤を、
将来にわたって確保するため、目指すべき方向性やとるべき方策を広域的
に示すビジョンを策定します。

地震等の災害の懸念…
耐震化の遅れ…

料金収入の減少…
技術継承の困難化…

○本県水道行政の基本的なビジョン
・ 滋賀県基本構想の下位計画
・ 滋賀県水道整備基本構想の

全面見直し
○国の「新水道ビジョン」を踏まえた

ビジョン
○県内の水道事業者に示すビジョン
・ 各水道事業者が策定する「水道

事業ビジョン」と互いに整合を図る

ビジョンの位置づけ

現在の水道を取り巻く環境は？

etc.………
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１ 地勢
２ 人口
３ 産業

４ 水資源
（１）河川・湖沼
（２）地下水

県内水道事業者の様々な枠
組の連携方策を実施できるよう、
広域化を進めていくべきエリア＝
圏域は、県内全域を一つとして
設定

対象地域

策定中の滋賀県基本構想にあ
わせ、2030年度を目標年度に
2019年度から12年間と設定

計画期間

施設のライフサイクルコストを考慮した効率的な資産管理方法。
更新費用の平準化・料金水準の変更による財源確保の検討も含む。

広域連携の具体事例を積み重ね、広域化への機運を醸成。計画期間内に、
広域化の方向性とそのロードマップについて水道事業者と合意 etc.………

国庫補助金活用で2030年度末に28%(簡易水道除外で46％)以上とする
地震発生時における応急給水体制の確実な維持･継続を図る


